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士
論
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要
旨
〕

近
代
朝
鮮
に
お
け
る
植
民
地
地
主
制
と
農
民
運
動

　
本
論
文
は
、
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
日
本
人
農
事
会
社
地
主
を
分
析
対

象
と
し
、
そ
の
土
地
集
積
過
程
と
小
作
制
農
場
経
営
の
特
質
、
そ
し
て
農

場
地
域
で
展
開
さ
れ
た
農
民
運
動
の
把
握
を
通
じ
て
、
朝
鮮
近
代
の
農
村

社
会
・
農
民
問
題
の
一
断
面
を
考
察
す
る
。

　
本
論
文
の
構
成
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
序
論
　
課
題
と
構
成

　
　
　
第
－
編
　
植
民
地
農
事
会
社
の
土
地
集
積
過
程

　
第
－
章
　
日
本
人
地
主
の
土
地
集
積
過
程
と
植
民
地
地
主
制

　
　
　
　
　
　
－
既
墾
地
型
地
主
と
未
墾
地
型
地
主
－

　
第
2
章
　
東
洋
拓
殖
株
式
会
社
の
土
地
集
積
過
程
と
植
民
地
地
主
制

　
　
　
　
　
－
全
南
羅
州
郡
「
富
三
面
」
の
事
例
－

　
第
3
章
　
不
二
興
業
株
式
会
社
の
植
民
地
地
主
へ
の
転
進
遇
程

　
　
　
第
2
編
　
植
民
地
農
事
会
社
の
農
場
経
営
構
造

李

圭
　
　
　
沫

　
第
4
章
　
東
洋
拓
殖
株
式
会
社
の
農
場
経
営
構
造

　
第
5
章
　
不
二
興
業
株
式
会
社
の
農
場
経
営
構
造

　
第
6
章
　
不
二
農
村
に
お
け
る
集
団
農
業
移
民
の
展
開
過
程

　
第
7
章
　
小
作
憤
行
の
変
遷
過
程
と
植
民
地
地
主
制

　
　
　
　
　
　
－
全
羅
北
道
を
中
心
に
－

　
　
　
第
3
編
植
民
地
地
主
制
と
農
民
運
動

　
第
8
章
　
全
南
務
安
郡
荷
衣
島
に
お
け
る
土
地
回
収
運
動

　
第
9
章
　
全
南
羅
州
郡
「
宮
三
面
」
に
お
け
る
土
地
回
収
運
動

　
第
1
0
章
　
「
不
二
西
鮮
農
場
」
地
域
に
お
け
る
農
民
運
動

　
結
論
　
要
約
と
展
望

　
ま
ず
、
こ
の
課
題
設
定
と
関
連
す
る
従
来
の
研
究
を
触
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
本
論
文
の
研
究
史
的
な
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
従
来
の

植
民
地
地
主
制
研
究
は
、
朝
鮮
人
地
主
H
「
静
態
的
地
主
」
論
の
克
服
を

課
題
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
際
し
、
基
本
的
な
分
析
枠
組
と
し
て

一
部
の
朝
鮮
人
地
主
H
「
新
興
資
本
家
的
地
主
」
論
を
受
容
し
、
主
と
し
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て
朝
鮮
人
個
別
地
主
家
の
地
主
と
し
て
の
成
長
過
程
や
日
本
帝
国
主
義
と

植
民
地
朝
鮮
経
済
の
構
造
変
化
に
よ
る
植
民
地
地
主
制
の
動
態
的
な
変
容

過
程
を
追
及
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
研
究
に
お
い
て
、
李
朝
後
期
以
来
の

商
品
貨
幣
経
済
の
伸
展
に
積
極
的
に
対
応
し
た
庶
民
地
主
層
の
出
現
、
地

主
の
生
産
・
流
通
・
分
配
過
程
へ
の
徹
底
的
な
関
与
、
小
作
米
の
増
産
な

ど
に
よ
る
米
穀
商
晶
化
の
拡
大
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
小
作
農
の
経
営
主

体
性
の
弱
化
と
窮
乏
化
の
進
展
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ま
た
植
民
地

農
政
と
の
関
連
か
ら
は
、
「
土
地
調
査
事
業
」
（
以
下
、
「
事
業
」
と
略
す

る
）
に
よ
る
庶
民
地
主
層
の
土
地
所
有
権
の
法
認
化
、
朝
鮮
人
地
主
”

［
動
態
的
地
主
」
の
育
成
を
積
極
的
に
意
図
し
た
「
産
米
増
殖
計
画
」
（
以

下
、
「
計
画
」
と
略
す
る
）
の
実
施
と
い
う
諸
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

き
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
ま
た
、
日
本
人
地
主
に
関
し
て
は
、
「
植
民
地
計
画
的
の
朝
鮮
の
型
」

と
い
う
講
座
派
の
規
定
を
検
証
す
る
形
で
朝
鮮
に
進
出
し
た
日
本
人
地
主

の
具
体
的
な
経
営
分
析
に
研
究
の
主
眼
が
お
か
れ
て
い
た
。
地
主
階
級
の

資
本
性
格
別
・
系
譜
別
把
握
を
通
じ
て
、
日
帝
と
植
民
地
朝
鮮
経
済
の
構

造
変
化
に
伴
う
植
民
地
地
主
制
の
性
格
別
類
型
の
把
握
も
可
能
と
な
づ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
植
民
地
地
主
制
研
究
は
、
植
民
地
地
主
の
土
地
集

積
過
程
と
農
場
経
営
の
特
質
と
い
う
側
面
と
の
関
連
か
ら
い
え
ぱ
、
地
主

小
作
関
係
に
お
け
る
小
作
人
の
存
在
形
態
を
地
主
側
の
収
奪
対
象
と
し
て

認
識
し
た
結
果
、
植
民
地
地
主
に
対
抗
し
た
朝
鮮
農
民
の
動
き
に
つ
い
て
、

「
収
奪
と
抵
抗
」
と
い
う
単
純
な
図
式
で
し
か
捉
え
な
い
と
い
う
方
法
上

の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
従
来
の
研
究
で
は
、
植
民
地
地
主
制

の
確
立
と
急
速
な
成
長
期
で
っ
た
一
九
一
〇
年
代
か
ら
一
九
三
〇
年
代
初

期
頭
ま
で
の
時
期
を
分
析
対
象
と
し
て
行
わ
れ
、
そ
の
前
後
の
時
期
と
の

関
連
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
関
心
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
課
題
も

残
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
植
民
地
地
主
制
研
究
は
、
朝
鮮
農
村
社
会

の
植
民
地
社
会
へ
の
再
編
成
の
過
程
の
中
で
、
朝
鮮
農
民
が
植
民
地
地
主

の
土
地
集
積
と
小
作
制
農
場
の
強
化
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て

い
く
の
か
と
い
う
問
題
を
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
竈　

一
方
、
農
民
運
動
に
関
し
て
は
、
従
来
の
研
究
は
、
中
央
レ
ベ
ル
に
お

け
る
組
織
の
在
り
方
や
指
導
路
線
問
題
な
ど
を
め
ぐ
る
議
論
に
集
中
し
、

実
際
の
運
動
担
当
者
と
も
い
う
べ
き
農
民
自
ら
の
成
長
過
程
及
び
そ
の
行

動
様
式
の
変
化
に
対
す
る
把
握
は
ま
だ
不
十
分
な
状
態
で
あ
る
。
ま
た
、

三
・
一
運
動
以
後
全
国
的
な
範
囲
で
展
開
し
た
農
民
運
動
に
つ
い
て
、
一

般
的
に
小
作
料
の
高
低
や
小
作
権
の
移
動
問
題
な
ど
を
中
心
と
し
た
、
い

わ
ば
経
済
的
な
分
配
関
係
を
め
ぐ
る
小
作
争
議
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
認
識

さ
れ
て
い
る
が
、
本
論
文
の
課
題
で
も
あ
る
植
民
地
地
主
の
土
地
集
積
過

程
と
農
場
経
営
の
特
質
に
よ
り
多
様
な
展
開
様
相
が
そ
こ
に
現
れ
て
い
る

点
は
注
意
さ
れ
て
い
な
い
。

　
本
論
文
で
は
、
従
来
の
研
究
成
果
を
批
判
的
に
踏
ま
え
な
が
ら
、
植
民

地
農
事
会
社
の
代
表
的
な
存
在
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
東
洋
拓
殖
株

式
会
社
（
以
下
、
東
拓
と
略
す
る
）
と
不
二
興
業
株
式
会
社
（
以
下
、
不

二
と
略
す
る
）
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
、
ま
ず
日
本
人
地
主
の
植
民
地

地
主
へ
の
転
進
過
程
と
地
主
経
営
の
特
徴
を
実
証
的
に
把
握
し
、
植
民
地

地
主
の
土
地
集
積
過
程
と
小
作
制
農
場
経
営
が
朝
鮮
農
民
に
与
え
た
諸
影

響
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
植
民
地
地
主
制
と
農
民
運
動
と
の
相
互
関
係

を
総
体
的
に
究
明
す
る
た
め
、
植
民
地
地
主
制
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
抵
抗

し
た
朝
鮮
農
民
の
動
き
を
よ
り
具
体
的
な
地
域
の
レ
ベ
ル
で
探
っ
て
み
る
。
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皿

　
第
－
編
は
、
日
本
人
の
土
地
集
積
過
程
の
特
質
と
そ
の
法
的
根
拠
、
そ

し
て
そ
れ
に
規
定
さ
れ
る
地
主
経
営
の
相
違
や
小
作
契
約
条
件
、
小
作
人

の
対
応
様
式
の
相
違
点
な
ど
を
基
準
に
、
既
墾
地
型
地
主
（
1
1
東
拓
型
地

主
）
と
未
墾
地
型
地
主
（
1
－
不
二
型
地
主
）
と
い
う
新
た
な
地
主
類
型
区

分
を
行
い
、
両
類
型
の
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
集
積
過
程
を
具
体
的
な
事
例
に

属
し
て
把
握
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
日
本
人
地
主
は
数
量
的
に
「
日
韓
併
合
」
に
よ
る
政
治
的
な
権
力
の
掌

握
を
契
機
に
一
層
土
地
集
積
を
拡
大
し
て
い
っ
た
が
、
「
日
韓
併
合
」
以

前
の
既
墾
地
・
未
墾
地
別
の
所
有
面
積
の
比
率
は
約
八
対
二
と
な
ウ
て
い

る
。
既
墾
地
型
地
主
の
土
地
集
積
と
売
買
は
、
「
土
地
家
屋
証
明
規
則
」

と
「
土
地
家
屋
所
有
権
証
明
規
則
」
の
発
布
に
よ
っ
て
合
法
化
さ
れ
た
が
、

実
際
に
は
、
そ
の
以
前
か
ら
収
稜
予
買
や
使
用
権
を
買
収
す
る
と
い
う
潜

買
を
通
じ
て
広
範
に
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
そ
の
土
地
集
積
の
方
法

と
し
て
は
、
抵
当
流
れ
の
よ
う
な
強
引
な
手
段
が
用
い
ら
れ
た
。
ま
た
未

墾
地
型
地
主
は
、
「
国
有
未
墾
地
利
用
法
」
の
適
用
に
よ
る
広
範
な
国
有

未
墾
地
の
貸
付
を
受
け
、
無
償
あ
る
い
は
極
め
て
安
い
価
格
で
土
地
集
積

を
行
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
両
類
型
の
植
民
地
地
主
の
土
地
所
有
権
は
、
最

終
的
に
「
事
業
」
の
実
施
を
通
じ
て
法
的
に
確
定
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

　
第
2
章
は
、
東
拓
の
全
南
羅
州
郡
の
「
富
一
二
面
」
に
対
す
る
土
地
集
積

過
程
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
、
民
有
地
の
慶
善
宮
庄
土
へ
の
編
入
過
程

と
「
駅
屯
土
調
査
事
業
」
の
際
の
所
有
権
紛
争
の
経
過
を
究
明
す
る
と
と

も
に
、
既
墾
地
型
地
主
と
し
て
の
東
拓
の
土
地
集
積
過
程
、
そ
し
て
土
地

所
有
権
が
「
事
業
」
を
通
じ
て
法
的
に
確
定
さ
れ
る
過
程
を
明
ら
か
に
し

よ
う
し
た
。

　
「
宮
三
面
」
に
は
、
李
朝
後
期
以
来
の
農
業
生
産
力
の
拡
大
と
商
晶
貨

幣
経
済
の
伸
展
を
基
盤
に
、
他
の
地
域
の
よ
う
に
近
代
的
土
地
所
有
制
に

向
け
て
の
新
し
く
庶
民
地
主
層
が
成
長
し
て
い
ウ
た
。
一
方
、
王
室
を
中

心
と
し
た
特
権
的
官
僚
や
両
班
地
主
も
、
盗
買
・
投
託
に
よ
る
土
地
兼
併

を
増
大
し
て
い
っ
た
が
、
「
宮
三
面
」
の
宮
庄
土
へ
の
編
入
は
、
租
税
納

付
の
際
の
代
納
契
約
条
件
を
悪
用
し
た
京
邸
吏
（
京
主
人
）
が
慶
善
宮
に

盗
買
す
る
と
い
う
形
で
行
わ
れ
た
。

　
「
駅
屯
土
調
査
事
業
」
の
際
、
度
支
部
は
「
勅
令
第
三
九
号
」
の
公
布

に
よ
っ
て
慶
善
富
庄
土
を
国
有
地
と
し
て
編
入
し
た
が
、
慶
善
宮
の
請
願

に
基
づ
い
て
「
宮
三
面
」
を
慶
善
宮
の
私
有
地
と
し
て
査
定
す
る
。
慶
善

宮
庄
土
の
整
麗
過
程
の
特
徴
は
、
最
初
は
国
有
地
と
し
て
繍
入
し
た
↓
⊥
地

を
再
ぴ
慶
善
宮
の
私
有
地
と
し
て
査
定
し
た
所
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
他

方
で
は
「
富
三
面
」
の
よ
う
な
土
地
所
有
権
を
め
ぐ
る
農
民
と
宮
家
と
の

紛
争
に
目
を
つ
け
、
安
く
土
地
を
購
入
し
よ
う
と
し
た
東
拓
の
土
地
集
積

の
方
式
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

　
東
拓
の
係
争
地
廉
買
政
策
に
対
し
て
、
農
民
は
土
地
所
有
権
確
認
訴
訟

及
ぴ
土
地
所
有
権
請
求
訴
訟
を
提
起
す
る
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
土
地
回
収
運

動
を
展
開
し
た
。
し
か
し
「
事
業
」
期
に
行
わ
れ
た
一
連
の
判
決
の
結
果
、

東
拓
の
土
地
所
有
権
は
法
的
に
認
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
農
民
が
提
起
し
た

所
有
権
確
認
及
証
明
抹
消
訴
訟
も
、
官
憲
側
の
武
力
弾
圧
に
よ
っ
て
、
結

局
農
民
が
欠
席
し
た
ま
ま
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
、
農
民
の
敗
訴
は
決
定
的

な
も
の
と
な
る
。
東
拓
の
「
宮
三
面
」
で
の
土
地
集
積
と
法
的
土
地
所
有

権
の
獲
得
過
程
は
、
既
墾
地
型
地
主
の
土
地
集
積
過
程
の
一
特
質
を
克
明

に
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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第
3
章
は
、
日
露
戦
争
期
に
朝
鮮
進
出
を
果
た
し
た
商
業
資
本
家
の
一

人
、
藤
井
寛
太
郎
の
朝
鮮
進
出
過
程
と
植
民
地
地
主
へ
の
転
進
過
程
の
分

析
を
通
じ
て
、
未
墾
地
型
地
主
の
土
地
集
積
過
程
の
特
質
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
し
た
。

　
藤
井
は
、
日
露
戦
争
を
契
機
に
他
の
日
本
人
地
主
の
先
頭
に
立
っ
て
朝

鮮
進
出
を
果
た
し
、
一
方
で
は
輸
入
品
の
搬
入
と
米
穀
・
牛
皮
・
金
塊
な

ど
の
搬
出
に
よ
る
商
業
利
益
を
収
め
な
が
ら
も
、
他
方
で
は
土
地
集
積
に

よ
至
目
同
率
の
土
地
利
回
り
を
確
認
し
、
次
第
に
自
己
資
本
の
投
資
対
象
を

土
地
に
求
め
た
。
土
地
集
積
と
小
作
制
農
場
経
営
か
ら
得
ら
れ
る
小
作
米

を
日
本
に
直
接
輸
出
す
る
こ
と
が
、
単
な
る
商
業
活
動
よ
り
高
利
益
を
確

保
で
き
る
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。
植
民
地
地
主
制
の
形
成
に
関
す
る

従
来
の
研
究
で
は
、
日
本
人
地
主
の
場
合
、
朝
鮮
進
出
後
、
商
業
活
動
を

経
由
し
て
植
民
地
地
主
に
転
進
し
た
地
主
群
と
直
ち
に
小
作
制
農
場
経
営

に
着
手
し
た
地
主
群
と
の
相
違
点
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
が
、
藤
井
の
朝
鮮
進
出
過
程
は
、
前
者
の
植
民
地
地
主
へ
の
転
進

過
程
を
克
明
に
現
わ
し
て
い
る
。

　
既
墾
地
型
地
主
が
肥
沃
な
国
有
地
や
民
有
地
の
買
収
に
よ
っ
て
農
場
を

設
置
し
、
小
作
料
の
増
徴
の
た
め
に
籾
品
種
改
良
と
施
肥
の
普
及
な
ど
の

農
事
改
良
に
尽
力
し
た
こ
と
に
反
し
て
、
未
墾
地
地
主
は
所
有
地
の
大
部

分
が
下
田
で
あ
づ
た
関
係
上
、
農
場
設
置
の
直
後
か
ら
、
水
利
権
の
掌
握

を
通
じ
て
安
定
的
な
灌
概
水
の
確
保
が
切
実
な
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
、
未
墾
地
型
地
主
は
農
事
改
良
に
よ
る
収
穫
量
の
増
産
に
も
努
め
た
が
、

水
利
施
設
不
在
の
農
事
改
良
の
限
界
を
認
識
し
、
水
利
組
合
事
業
を
既
墾

地
型
地
主
よ
り
積
極
的
に
推
進
し
た
。

　
し
か
し
水
利
組
合
の
設
置
過
程
は
、
官
憲
の
保
護
に
よ
る
蒙
利
区
域
外

の
土
地
所
有
者
に
対
す
る
水
源
の
奪
取
過
程
で
あ
り
、
ま
た
高
額
の
水
利

組
合
費
の
負
担
に
よ
る
朝
鮮
人
組
合
員
の
土
地
放
出
と
日
本
人
地
主
へ
の

土
地
集
巾
現
象
を
招
い
た
。
未
墾
地
型
地
主
の
土
地
集
横
過
程
は
、
表
面

的
に
は
下
田
・
未
墾
地
の
買
収
や
国
有
未
墾
地
の
払
下
に
よ
る
民
有
地
の

侵
奪
を
相
対
的
に
否
定
す
る
形
で
あ
っ
た
が
、
土
地
集
積
後
は
水
利
組
合

事
業
な
ど
の
推
進
に
よ
る
朝
鮮
人
土
地
所
有
者
の
土
地
か
ら
の
分
離
を
促

進
さ
せ
た
。
「
計
画
」
は
、
土
地
改
良
事
業
と
農
事
改
良
事
業
の
展
開
に

よ
る
朝
鮮
農
村
の
地
主
中
心
の
再
編
成
過
程
で
あ
ウ
た
が
、
と
り
わ
け
土

地
改
良
事
業
は
水
利
組
合
事
業
の
推
進
に
積
極
的
で
あ
っ
た
未
墾
地
型
地

主
の
主
導
に
よ
う
て
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
、
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第
2
編
は
、
既
墾
地
型
地
主
と
未
墾
地
型
地
主
の
土
地
集
積
過
程
の
特

徴
が
、
小
作
農
場
経
営
の
方
針
と
移
民
事
業
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え

た
の
か
を
分
析
し
、
小
作
憤
行
の
変
遷
過
程
を
通
じ
て
地
主
小
作
関
係
か

ら
見
ら
れ
る
小
作
農
民
層
の
社
会
経
済
的
な
位
置
の
一
断
面
を
考
察
し
よ

う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
既
墾
地
型
地
主
と
し
て
の
東
拓
の
土
地
経
営
方
針
は
、
土
地
及
び
作
物

の
改
良
、
優
良
種
子
の
普
及
、
肥
料
の
施
肥
な
ど
の
農
事
改
良
事
業
に
置

か
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
東
拓
は
ま
ず
初
期
の
不
完
全
な
管
轄
区
域

を
整
備
し
、
管
理
単
位
と
し
て
支
店
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
駐
在
員
を

中
心
に
業
務
補
助
者
と
し
て
農
監
や
東
拓
ハ
作
人
組
合
長
を
積
極
的
に
利

用
す
る
と
い
う
農
場
管
理
体
制
を
整
え
た
。
そ
し
て
「
計
画
」
期
に
は
、

土
地
改
良
部
の
設
置
に
よ
る
土
地
改
良
事
業
に
も
積
極
的
に
乗
り
出
し
た

が
、
所
有
地
内
に
農
事
改
良
区
や
増
産
区
を
設
置
す
る
な
ど
、
あ
く
ま
で
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も
農
事
改
良
事
業
の
推
進
・
強
化
策
に
よ
る
小
作
米
の
増
産
に
努
め
た
。

東
拓
所
有
地
の
大
部
分
が
灌
概
設
備
の
良
い
肥
沃
な
既
墾
地
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

　
一
方
、
未
墾
地
型
地
主
と
し
て
の
不
二
の
農
場
経
営
の
特
質
は
、
既
墾

地
型
地
主
が
肥
沃
な
既
墾
地
で
の
土
地
集
積
に
重
点
を
置
い
た
の
に
対
し
、

荒
廃
地
の
買
収
や
干
拓
地
の
払
下
に
よ
る
干
拓
・
開
墾
事
業
を
広
範
に
実

施
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
不
二
は
、
開
墾
事
業
の
一
環
と
し
て

水
利
組
合
事
業
の
展
開
に
よ
る
土
地
改
良
事
業
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い

づ
た
が
、
そ
れ
は
、
総
督
府
の
「
計
画
」
の
方
針
に
符
合
し
て
膨
大
な
補

助
金
や
低
利
資
金
の
援
助
下
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
・
か
し
水
利

組
合
事
業
は
、
農
場
所
有
地
の
開
墾
事
業
の
み
に
最
大
の
重
点
が
置
か
れ

て
い
た
た
め
、
蒙
利
区
域
外
の
朝
鮮
人
土
地
所
有
者
の
水
源
を
奪
う
な
ど
、

組
合
設
立
当
初
か
ら
猛
烈
な
設
立
反
対
運
動
に
直
面
し
た
。
ま
た
蒙
利
区

域
内
で
は
、
水
利
組
合
費
の
返
済
を
め
ぐ
る
朝
鮮
人
中
小
土
地
所
有
者
の

没
落
と
、
水
利
組
合
費
の
農
場
小
作
人
へ
の
転
化
に
よ
る
朝
鮮
農
村
社
会

の
大
地
主
中
心
の
再
編
成
構
造
が
深
化
し
た
。

　
ま
た
不
二
の
農
場
経
営
の
特
質
は
、
所
有
地
の
大
部
分
が
開
墾
地
で
あ

っ
た
関
係
上
、
開
墾
事
業
の
監
督
な
ど
の
た
め
の
農
業
技
術
員
制
を
導
入

し
、
水
利
灌
概
施
設
の
管
麗
や
開
墾
後
の
営
農
管
理
指
導
を
徹
底
的
に
行

う
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
地
主
小
作
関
係
に
は
、
農
場
が
移
住
小
作
人

の
資
金
と
労
カ
に
よ
っ
て
開
墾
さ
れ
た
こ
と
や
、
小
作
人
に
住
宅
や
耕
牛

な
ど
の
諸
生
産
手
段
の
貸
与
を
行
う
な
ど
、
既
墾
地
農
場
で
は
あ
ま
り
見

当
た
ら
な
い
新
た
な
様
相
が
見
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
両
類
型
の
農
場
経
営
方
針
の
相
違
は
、
未
墾
地
型
地
主
に
よ

る
日
本
人
農
業
移
民
の
入
植
過
程
に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま
現
れ
る
。
従
来

の
農
業
移
民
に
関
す
る
研
究
は
、
主
と
し
て
東
拓
の
既
墾
地
移
民
の
展
開

過
程
を
中
心
に
論
議
さ
れ
て
き
た
が
、
東
拓
移
民
は
移
民
収
容
地
の
確
保

過
程
に
お
い
て
肥
沃
な
国
有
地
や
既
墾
地
を
農
民
の
意
志
に
反
し
て
占
有

し
た
た
め
、
既
存
の
小
作
権
を
奪
わ
れ
た
朝
鮮
農
民
の
激
し
い
移
民
反
対

闘
争
に
直
面
し
、
結
局
自
ら
移
民
入
植
の
方
針
を
廃
止
し
た
。
そ
し
て
、

そ
の
代
案
と
し
て
浮
上
し
た
の
が
、
不
二
農
村
の
干
拓
工
事
と
水
利
組
合

事
業
を
通
じ
た
開
墾
地
へ
の
集
団
移
民
で
あ
っ
た
。

　
藤
井
の
集
団
農
業
移
民
論
は
、
彼
の
朝
鮮
進
出
以
来
主
張
し
続
け
た
人

口
・
食
糧
問
題
の
解
決
と
朝
鮮
の
完
全
「
同
化
」
の
実
現
、
ま
た
米
騒
動

に
よ
る
食
糧
供
給
地
の
確
保
、
さ
ら
に
植
民
地
支
配
体
制
の
安
定
的
な
維

持
の
た
め
の
日
本
人
移
民
の
扶
植
に
そ
の
目
的
を
置
い
た
。
こ
の
政
策
は
、

従
来
の
既
墾
地
型
地
主
（
東
拓
）
が
実
施
し
た
肥
沃
な
既
墾
地
へ
の
移
民

政
策
や
三
二
運
動
後
の
民
族
運
動
の
高
揚
を
か
わ
す
た
め
、
新
た
な
形

態
の
移
民
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
総
督
府
の
政
策
と
合
致
し
、
藤
井
が

主
張
し
た
干
拓
・
開
墾
事
業
と
水
利
組
合
事
業
の
実
施
に
よ
る
集
団
移
民

が
採
用
さ
れ
た
。

　
不
二
農
村
は
、
ま
ず
移
民
収
容
地
の
確
保
の
た
め
の
干
拓
工
事
を
実
施

し
た
が
、
除
塩
作
業
に
は
長
期
間
の
労
力
と
資
金
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ

こ
で
、
不
二
農
村
は
、
除
塩
作
業
に
必
要
な
充
分
な
水
源
の
確
保
と
開
墾

事
業
の
効
率
化
の
た
め
に
水
利
組
合
の
設
立
を
主
導
し
た
。
し
か
し
、
水

利
組
合
事
業
は
最
初
か
ら
少
数
の
日
本
人
大
地
主
の
利
益
を
代
弁
す
る
も

の
と
し
て
設
立
さ
れ
、
強
制
的
に
蒙
利
面
積
に
編
入
さ
れ
た
多
数
の
朝
鮮

人
土
地
所
有
者
へ
の
水
利
組
合
費
の
転
嫁
現
象
を
招
い
た
。
既
墾
地
移
民

の
諸
問
題
の
解
決
策
と
し
て
立
案
さ
れ
た
未
墾
地
移
民
の
場
合
も
、
既
墾

地
移
民
の
よ
う
に
朝
鮮
人
の
直
接
的
な
小
作
権
の
剥
奪
は
起
こ
さ
な
・
か
っ

728



（127）

た
も
の
の
、

て
い
っ
た
。

結
局
は
朝
鮮
人
土
地
所
有
者
の
土
地
か
ら
の
分
離
を
促
進
し

1V

　
第
3
編
は
、
両
類
型
の
土
地
集
積
過
程
と
小
作
制
農
場
経
営
の
強
化
が
、

朝
鮮
農
村
社
会
に
与
え
た
諸
影
響
と
そ
れ
に
対
抗
し
た
朝
鮮
農
民
の
動
き

を
具
体
的
な
地
域
の
レ
ベ
ル
で
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
第
8
章
は
、

全
南
務
安
郡
荷
衣
島
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
、
既
墾
地
型
地
主
に
よ
る

土
地
集
積
過
程
に
着
目
し
、
土
地
所
有
権
そ
の
も
の
の
奪
還
を
目
指
し
た

土
地
回
収
運
動
の
展
開
を
分
析
し
よ
う
と
し
た
。

　
荷
衣
島
の
耕
地
は
「
入
島
祖
」
、
す
な
わ
ち
農
民
自
ら
の
資
金
と
労
力

に
よ
っ
て
開
墾
さ
れ
た
が
、
貞
明
公
主
房
（
洪
氏
家
）
に
折
受
さ
れ
た
以

来
、
農
民
は
富
房
と
度
支
部
の
両
方
に
二
重
結
税
を
納
付
せ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
。
そ
し
て
「
駅
屯
土
調
査
事
業
」
の
際
に
、
帝
室
有
及
国
有
財
産

調
査
局
は
、
「
宮
一
二
面
」
の
事
例
と
同
様
に
、
最
初
は
国
有
地
と
し
て
編

入
し
た
が
、
洪
氏
家
の
文
蹟
と
量
案
に
依
拠
し
て
洪
氏
家
所
有
と
し
て
査

定
し
た
。

　
既
墾
地
型
地
主
の
土
地
買
収
過
程
は
、
「
先
土
地
確
保
－
後
問
題
解
決
」

と
い
う
係
争
地
の
転
売
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
既
墾
地
型
地
主
は
、

農
民
と
洪
氏
家
と
の
土
地
所
有
権
を
め
ぐ
る
紛
争
経
過
を
承
知
し
な
が
ら

も
、
植
民
地
権
力
を
背
後
に
し
て
、
ま
ず
土
地
買
収
に
着
手
し
、
の
ち
に

農
民
に
「
和
解
調
書
」
を
強
要
す
る
形
で
荷
衣
島
の
大
地
主
と
し
て
君
臨

し
た
。
そ
し
て
、
こ
う
い
っ
た
既
墾
地
型
地
主
の
土
地
買
収
は
「
事
業
」

の
実
施
を
通
じ
て
法
律
的
に
確
定
さ
れ
る
。

　
三
．
一
運
動
後
の
荷
衣
島
土
地
回
収
運
動
は
、
「
荷
衣
小
作
人
会
」
の

結
成
と
解
体
、
そ
し
て
有
償
購
入
運
動
の
形
と
し
て
現
れ
た
。
当
時
の
他

の
地
域
で
は
、
青
年
知
識
人
の
主
導
に
よ
る
数
多
く
の
小
作
人
団
体
が
、

小
作
料
引
き
下
げ
と
小
作
権
の
保
障
、
そ
し
て
地
税
公
課
金
の
地
主
負
担

な
ど
を
要
求
し
た
小
作
争
議
が
全
国
的
な
範
囲
で
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
が
、

荷
衣
島
で
は
そ
う
い
っ
た
経
済
的
な
分
配
を
め
ぐ
る
小
作
争
議
よ
り
土
地

所
有
権
の
奪
還
の
た
め
の
土
地
回
収
運
動
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
日
本
人

地
主
の
土
地
収
奪
は
、
農
民
の
土
地
か
ら
の
流
離
と
生
計
の
た
め
の
国
外

流
出
を
加
速
化
し
た
の
だ
が
、
朝
鮮
農
民
は
、
植
民
地
地
主
制
と
し
て
代

表
さ
れ
る
現
実
社
会
の
克
服
の
た
め
に
、
新
し
い
形
態
の
運
動
を
展
開
し

て
い
く
。

　
第
9
章
は
、
前
述
の
第
2
章
の
分
析
を
踏
ま
え
て
、
「
宮
三
面
」
土
地

回
収
運
動
の
展
開
過
程
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。

　
三
．
一
運
動
後
、
農
民
は
「
宮
三
面
」
農
民
会
を
組
織
し
、
荷
衣
島
の

場
合
の
よ
う
に
有
償
返
還
運
動
を
展
開
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
東
拓
の
不

法
な
土
地
集
積
が
植
民
地
権
力
に
よ
っ
て
法
的
に
確
定
さ
れ
た
現
実
状
況

の
中
で
、
そ
の
土
地
所
有
権
の
返
還
の
た
め
に
戦
略
的
に
取
ら
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
、
つ
。
し
か
し
、
大
多
数
の
農
民
は
あ
く
ま
で
も
無

償
返
還
を
主
張
し
、
新
た
に
土
地
回
収
の
た
め
の
「
宮
三
面
」
土
地
回
収

運
動
同
盟
を
組
織
し
た
。
荷
衣
島
と
「
蔓
二
面
」
の
事
例
は
、
既
墾
地
型

地
主
の
不
法
な
土
地
集
積
に
対
抗
し
た
朝
鮮
農
民
の
土
地
回
収
運
動
の
展

開
様
相
を
克
明
に
現
わ
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
東
拓
側
は
東
拓
小
作
組
合
長
を
通
じ
て
農
民
内
部
の

分
裂
を
は
か
り
、
土
地
有
償
譲
与
や
小
作
料
の
引
下
な
ど
を
内
容
と
す
る

交
渉
案
を
提
示
し
た
。
こ
れ
を
契
機
に
、
土
地
回
収
運
動
は
新
し
い
局
面

を
迎
え
る
が
、
農
民
は
東
拓
の
「
交
渉
案
」
を
全
面
拒
否
す
る
と
と
も
に
、
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小
作
料
不
納
同
盟
を
結
成
す
る
。
そ
し
て
東
拓
側
の
懐
柔
策
に
便
乗
し
て

小
作
料
を
納
付
し
た
東
拓
小
作
組
合
長
に
対
す
る
内
部
攻
撃
を
開
始
し
、

そ
れ
を
擁
謹
し
よ
う
と
す
る
植
民
地
権
力
に
対
抗
し
て
い
っ
た
。

　
第
1
0
章
は
、
「
不
二
西
鮮
農
場
」
地
域
で
の
農
民
運
動
の
展
開
過
程
を

事
例
と
し
て
取
り
上
げ
、
同
地
域
の
農
民
運
動
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
よ
．

う
と
し
た
。

　
「
不
二
西
鮮
農
場
」
地
域
に
お
け
る
農
民
運
動
の
最
大
の
特
徴
は
、
農

場
地
区
と
農
場
外
地
区
と
の
農
民
の
間
に
農
場
設
置
の
段
階
か
ら
利
害
関

係
の
共
通
点
と
相
違
点
が
内
在
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
農
場
は
水
利
組

合
事
業
の
展
開
に
伴
い
、
移
住
小
作
人
自
ら
の
費
用
と
労
働
に
よ
っ
て
開

墾
さ
れ
た
も
の
で
あ
ウ
た
。
こ
の
た
め
、
農
場
小
作
人
が
直
面
し
て
い
た

問
題
は
水
利
組
合
費
問
題
・
永
小
作
権
問
題
・
開
墾
費
返
還
問
題
と
し
て

集
約
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
農
場
外
地
区
の
農
民
に
と
ウ
て
は
主
に

水
利
組
合
費
負
担
の
問
題
が
当
面
の
解
決
課
題
と
し
て
現
わ
れ
た
。
荷
衣

島
や
「
宮
三
面
」
の
よ
う
な
「
既
墾
地
型
地
主
」
地
域
の
農
民
運
動
は
、

土
地
集
積
過
程
に
お
け
る
土
地
所
有
権
問
題
を
中
心
に
展
開
し
て
い
っ
た

が
、
「
未
墾
地
型
地
主
」
地
域
の
そ
れ
は
、
開
墾
事
業
の
際
の
小
作
人
の

諸
状
況
に
よ
っ
て
異
な
る
側
面
を
現
わ
し
て
い
る
。

V

　
以
上
、
本
論
文
で
は
植
民
地
農
事
会
社
の
土
地
集
穫
過
程
と
農
場
経
営

の
特
質
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
抗
し
た
農
民
運
動
の
展
開
様
相
を
考
察
し
て

き
た
が
、
最
後
に
、
植
民
地
地
主
が
朝
鮮
農
村
社
会
と
農
民
経
済
全
般
に

与
え
た
影
響
に
つ
い
て
、
最
近
の
研
究
動
向
と
関
連
し
て
若
干
述
べ
て
お

き
た
い
。

　
植
民
地
地
主
制
の
形
成
過
程
は
、
李
朝
後
期
以
来
の
農
民
的
土
地
所
有

を
抑
圧
す
る
形
で
展
開
し
た
が
、
と
り
わ
け
そ
れ
は
既
墾
地
型
地
主
の
土

地
集
積
過
程
で
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
植
民
地
地
主
の
土
地

所
有
権
は
、
最
終
的
に
「
土
地
調
査
事
業
」
に
よ
ウ
て
法
律
的
に
確
定
さ

れ
る
。
最
近
の
「
事
業
」
研
究
で
は
、
例
え
ば
庶
民
地
主
の
農
民
的
土
地

所
有
権
が
「
事
業
」
を
通
じ
て
法
的
に
認
め
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
日

本
人
地
主
の
土
地
集
積
過
程
を
み
る
限
り
、
そ
れ
は
「
事
業
」
以
前
か
ら

の
土
地
所
有
関
係
の
綿
密
な
分
析
の
上
で
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
る
。
ま
た
未
墾
地
型
地
主
の
土
地
集
積
過
程
も
、
表
面
的
に
は
農

民
か
ら
の
土
地
収
奪
と
い
う
側
面
が
存
在
し
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
見
ら

れ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
大
地
主
中
心
の
水
利
組
合
事
業
の
推
進
の
た

め
、
朝
鮮
人
土
地
所
有
者
の
没
落
と
小
作
農
の
経
済
的
な
窮
乏
化
を
促
進

さ
せ
、
結
局
は
朝
鮮
農
村
社
会
の
植
民
地
地
主
中
心
の
再
編
成
構
造
を
深

化
さ
せ
た
と
い
え
る
。

　
植
民
地
地
主
の
農
場
経
営
構
造
は
、
土
地
集
積
過
程
の
諸
特
徴
と
小
作

人
の
対
応
様
式
に
よ
り
、
多
様
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
が
、
植
民
地
地
主

は
農
場
支
配
構
造
や
小
作
契
約
締
結
に
お
い
て
、
小
作
農
の
生
産
．
分

配
・
流
通
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
徹
底
的
に
支
配
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て

既
墾
地
型
地
主
は
、
農
場
経
営
方
針
を
土
地
及
び
作
物
の
改
良
、
優
良
種

子
の
普
及
、
肥
料
の
施
肥
な
ど
の
農
事
改
良
事
業
に
置
い
た
の
に
対
し
て
、

未
墾
地
型
地
主
の
場
合
は
、
主
と
し
て
水
利
組
合
事
業
の
展
開
に
よ
る
土

地
改
良
事
業
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
両
類
型
の
土
地
集

積
の
形
態
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
も
の
だ
が
、
そ
う
し
た
相
違
は
、
両

類
型
の
慶
場
設
置
過
程
や
地
主
小
作
関
係
、
そ
し
て
移
民
事
業
に
お
い
て

も
克
明
に
見
ら
れ
る
。
「
計
画
」
は
、
周
知
の
通
り
、
農
事
改
良
事
業
と
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土
地
改
良
事
業
に
よ
る
米
穀
増
産
と
日
本
へ
の
流
出
に
そ
の
目
的
が
置
か

れ
た
が
、
そ
の
際
、
既
墾
地
型
地
主
は
農
事
改
良
事
業
を
、
そ
し
て
未
墾

地
型
地
主
は
土
地
改
良
事
業
を
重
点
的
に
遂
行
し
た
と
考
え
る
。

　
一
方
、
朝
鮮
農
民
は
、
植
民
地
地
主
の
土
地
集
積
と
農
場
経
営
の
特
徴

に
よ
っ
て
多
様
な
形
態
の
農
民
運
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
荷
衣
島
と

「
富
三
面
」
地
域
の
農
民
運
動
は
、
既
墾
地
型
地
主
の
不
法
な
土
地
集
積

に
対
抗
し
、
小
作
料
や
小
作
権
問
題
を
中
心
と
し
た
従
来
の
小
作
争
議
の

様
相
と
は
異
な
る
、
土
地
所
有
権
そ
の
も
の
の
奪
還
を
目
指
し
た
土
地
回

収
運
動
の
代
表
的
な
事
例
で
あ
る
。
ま
た
「
不
二
西
鮮
農
場
」
地
域
の
農

民
運
動
は
、
開
墾
事
業
の
た
め
に
水
利
組
合
事
業
を
行
ウ
た
未
墾
地
型
地

主
の
農
場
経
営
方
針
の
特
徴
に
よ
ウ
て
、
農
場
地
区
と
農
場
外
地
区
の
農

民
の
利
害
関
係
と
の
絡
み
合
い
で
展
開
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
植
民
地
地
主
の
土
地
集
積
と
農
場
経
営
、
そ
し
て
そ

れ
に
対
抗
し
た
朝
鮮
農
民
の
動
き
を
考
慮
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
植
民
地

地
主
が
朝
鮮
農
村
社
会
と
農
民
経
済
全
般
に
与
え
た
弊
害
を
指
摘
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
既
墾
地
型
地
主
の
土
地
集
積
過
程
の
侵
略
性
は
も
と
よ

り
、
未
墾
地
型
地
主
の
事
例
で
も
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
生
産
力

の
増
加
は
そ
れ
に
反
比
例
し
た
水
利
組
合
費
な
ど
の
支
出
の
増
大
と
な
り
、

結
局
は
農
家
経
済
の
破
綻
と
植
民
地
地
主
制
の
強
化
と
い
う
歪
曲
し
た
朝

鮮
農
村
社
会
像
を
確
立
さ
せ
た
。
事
実
と
し
て
の
植
民
地
支
配
（
「
過

去
」
）
と
い
う
も
の
が
「
解
放
」
後
の
韓
国
資
本
主
義
の
形
成
過
程
（
あ

る
い
は
発
展
過
程
）
に
与
え
た
肯
定
的
な
側
面
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
最

近
の
研
究
動
向
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
多
く
の
朝
鮮
農
民
は
植
民
地
地
主

の
土
地
集
積
と
小
作
制
農
場
経
営
の
強
化
の
た
め
、
土
地
か
ら
遊
離
し
、

国
外
に
流
出
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
朝
鮮
農
民
は
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
の
社
会
経
済
的
な
特
殊
性
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
も
、
さ
ま
ざ
ま
な

形
態
の
農
民
運
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
朝
鮮
農
民
の
動
き

を
視
野
に
入
れ
、
今
後
は
よ
り
具
体
的
な
地
域
レ
ベ
ル
で
農
村
社
会
の
変

容
過
程
を
実
証
的
に
究
明
し
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
植
民
地
農
事
会
社
の
所
有
地
は
、
「
解
放
」
後
、
米
軍
政
の
新
韓
公
司

の
所
有
地
と
し
て
編
入
さ
れ
、
最
終
的
は
農
地
改
革
の
実
施
に
よ
っ
て

「
解
体
」
さ
れ
る
。
し
か
し
、
植
民
地
地
主
制
の
「
解
体
」
過
程
が
、
真

の
農
民
的
な
立
場
を
反
映
し
た
改
革
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
本
論

文
で
明
ら
か
に
し
た
歴
史
的
な
背
景
の
上
で
、
再
び
問
わ
な
げ
れ
ぱ
な
ら

な
い
。
「
解
放
」
後
も
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
農
民
は
、
再
ぴ
米
軍
政
が
新

韓
公
司
を
通
じ
て
不
当
な
土
地
編
入
を
行
っ
た
と
主
張
し
、
小
作
料
を
不

納
す
る
な
ど
土
地
所
有
権
の
正
当
な
返
還
を
要
求
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
対
す
る
問
題
は
、
今
後
の
研
究
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
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〔
博
士
論
文
審
査
要
旨
〕

論
文
題
目

近
代
朝
鮮
に
お
け
る
植
民
地
地
主
制
と
農

民
運
動

1
　
構
成
と
要
旨

論
文
審
査
担
当
者

田三姜

崎谷
　　徳
官

義孝相

　
本
論
文
は
植
民
地
時
代
の
朝
鮮
に
お
け
る
植
民
地
農
事
会
社
を
分
析
対

象
と
し
、
植
民
地
地
主
の
土
地
葉
積
過
程
の
違
い
、
さ
ら
に
そ
の
違
い
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
小
作
制
農
場
経
営
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が

ま
た
農
民
運
動
の
質
を
規
定
し
て
い
た
こ
と
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
本
論
文
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
序
論
　
課
題
と
構
成

　
　
　
第
－
編
　
植
民
地
農
事
会
社
の
土
地
集
積
過
程

　
第
－
章
　
日
本
人
地
主
の
土
地
集
積
過
程
と
植
民
地
地
主
制

　
　
　
　
　
－
既
墾
地
型
地
主
と
未
墾
地
型
地
主
－

　
第
2
章
　
東
洋
拓
殖
株
式
会
社
の
土
地
集
積
過
程
と
植
民
地
地
主
制

　
　
　
　
　
－
全
南
羅
州
郡
「
宮
三
面
」
の
事
例
－

　
第
3
章
　
不
二
興
業
株
式
会
社
の
植
民
地
地
主
へ
の
転
進
過
程

　
　
　
第
2
編
　
植
民
地
農
事
会
社
の
農
場
経
営
構
造

第
4
章
　
東
洋
拓
殖
株
式
会
社
の
農
場
経
営
構
造

第
5
章
　
不
二
興
業
株
式
会
社
の
農
場
経
営
構
造

　
第
6
章
　
不
二
農
村
に
お
け
る
集
団
農
業
移
民
の
展
開
過
程

　
第
7
章
　
小
作
憤
行
の
変
遷
過
程
と
植
民
地
地
主
制

　
　
　
　
　
－
全
羅
北
道
を
中
心
に
－

　
　
　
第
3
編
　
植
民
地
地
主
制
と
農
民
運
動

　
第
8
章
　
全
南
務
安
郡
荷
衣
島
に
お
け
る
土
地
回
収
運
動

　
第
9
章
　
全
南
羅
州
郡
「
宮
三
面
」
に
お
け
る
土
地
回
収
運
動

　
第
1
0
章
　
「
不
二
西
鮮
農
場
」
地
域
に
お
け
る
農
民
運
動

　
結
論
　
要
約
と
展
望

　
各
章
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
第
－
編
を
構
成
す
る
三
つ
の
章
は
、
朝
鮮
に
お
け
る
植
民
地
地
主
制
の

形
成
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
論
じ
た
、
い
わ
ば
本
論
文
の
前
提
に
あ
た
る
部

分
で
あ
る
。

　
ま
ず
第
－
章
で
は
、
日
本
人
地
主
に
よ
る
土
地
集
積
の
特
徴
が
取
・
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
。
日
本
人
に
よ
る
土
地
所
有
・
売
買
の
自
由
を
公
認
し
た

「
土
地
家
屋
証
明
規
則
」
（
一
九
〇
六
年
）
・
「
土
地
家
屋
所
有
権
証
明
規

則
」
（
一
九
〇
八
年
）
の
発
布
以
前
に
は
、
外
国
人
の
↓
⊥
地
所
有
者
は
そ

の
居
留
地
よ
り
一
里
以
外
に
つ
い
て
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

実
際
に
は
収
穫
の
予
買
・
使
用
権
の
買
収
と
い
う
形
で
日
本
人
に
よ
る
事

実
上
の
土
地
買
収
が
広
範
に
行
わ
れ
て
い
た
。
と
く
に
、
地
価
及
び
公
租

公
課
負
担
の
低
廉
・
小
作
制
農
場
経
営
に
よ
る
高
率
の
土
地
利
回
り
を
あ

げ
て
土
地
投
資
を
奨
励
す
る
日
本
政
府
や
各
地
の
商
業
会
議
所
の
積
極
的

な
誘
導
の
下
に
、
日
本
人
地
主
に
よ
る
土
地
集
積
は
日
露
戦
争
直
後
か
ら

開
始
さ
れ
て
い
た
。
払
、
れ
ら
の
日
本
人
地
主
は
、
主
と
し
て
既
墾
地
で
土

732



（131）彙

地
集
積
を
行
う
既
墾
地
型
地
主
と
未
墾
地
で
土
地
集
積
を
行
う
未
墾
地
型

地
主
と
い
う
二
つ
の
類
型
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
筆
者
は
指
摘

す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
第
2
章
で
は
、
既
墾
地
型
地
主
と
し
て
の
東
洋
拓
殖
株
式
会
社
（
以
下

東
拓
と
略
記
）
に
よ
る
「
宮
三
面
」
の
土
地
集
積
過
程
が
検
討
さ
れ
て
い

る
。
全
南
羅
州
郡
に
属
す
る
「
富
三
面
」
は
肥
沃
な
水
田
地
帯
で
あ
り
、

李
朝
後
期
以
来
の
農
業
生
産
力
と
商
品
経
済
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
農
民

の
土
地
所
有
意
識
の
成
長
や
新
興
の
庶
民
地
主
の
発
生
も
見
ら
れ
た
が
、

他
方
で
特
権
的
官
僚
や
両
班
地
主
に
よ
る
土
地
兼
併
も
増
大
し
て
い
た
。

問
題
の
「
宮
三
面
」
の
土
地
は
、
そ
こ
を
耕
作
す
る
農
民
と
慶
善
宮
（
李

朝
王
族
の
富
）
と
の
間
で
土
地
所
有
権
を
め
ぐ
っ
て
一
八
九
八
年
以
来
係

争
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
が
、
東
拓
は
一
九
〇
九
年
に
こ
の
い
わ
く
付
の

土
地
を
慶
善
宮
よ
り
買
収
し
て
小
作
料
徴
収
に
の
り
だ
し
た
。
こ
れ
に
対

し
て
農
民
は
小
作
料
不
納
同
盟
を
結
成
し
て
抵
抗
す
る
と
と
も
に
、
土
地

所
有
権
確
認
の
た
め
訴
訟
を
提
起
し
閤
題
は
法
廷
に
も
ち
こ
ま
れ
た
が
、

官
憲
に
よ
る
弾
圧
に
よ
ウ
て
農
民
が
欠
席
し
た
中
で
一
九
ニ
ハ
年
二
月
に

下
さ
れ
た
最
終
判
決
に
よ
ウ
て
、
東
拓
の
土
地
所
有
権
が
確
認
さ
れ
る
に

い
た
る
。

　
第
3
章
は
、
未
墾
地
型
地
主
と
し
て
の
不
二
興
業
の
土
地
集
積
過
程
が

検
討
さ
れ
る
。
不
二
興
業
は
、
商
業
資
本
家
の
藤
井
寛
太
郎
に
よ
っ
て
一

九
一
四
年
に
設
立
さ
れ
た
植
民
地
農
場
会
社
で
あ
る
が
、
東
拓
に
次
ぐ
規

模
の
土
地
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
藤
丼
は
、
日
露
開

戦
直
後
の
一
九
〇
四
年
三
月
に
朝
鮮
に
進
出
し
、
綿
布
な
ど
の
販
売
と
米

穀
・
牛
皮
・
金
塊
の
購
入
に
よ
っ
て
利
益
を
あ
げ
た
が
、
次
第
に
資
本
を

土
地
集
積
と
農
場
経
営
に
向
け
る
に
い
た
る
。
そ
こ
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ

て
得
ら
れ
る
小
作
籾
を
日
本
に
直
接
輸
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
従
来
の
商

業
活
動
よ
り
も
高
利
益
を
確
保
で
き
る
と
い
う
判
断
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
肥
沃
な
既
墾
地
を
購
入
す
る
こ
と
で
所
有
地
を
拡
大
し
て
い
っ

た
東
拓
の
よ
う
な
既
墾
地
型
地
主
と
違
っ
て
、
低
価
格
の
下
田
や
未
墾
地

の
買
収
に
よ
っ
て
土
地
所
有
面
積
を
拡
大
し
て
い
っ
た
不
二
興
業
の
場
合

に
は
、
安
定
的
な
灌
潮
水
の
確
保
の
た
め
の
水
利
事
業
が
必
須
で
あ
ウ
て
、

そ
の
た
め
設
置
さ
れ
た
水
利
組
合
に
は
多
数
の
朝
鮮
人
土
地
所
有
者
が
編

入
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
過
程
で
高
額
の
水
利
組
合
費
の
負
担
に

耐
え
ら
れ
ず
朝
鮮
人
組
合
員
は
次
第
に
土
地
を
手
放
す
こ
と
を
余
儀
な
く

さ
れ
、
そ
れ
ら
の
土
地
は
日
本
人
地
主
の
も
と
に
集
中
さ
れ
て
い
く
こ
と

と
な
っ
た
。

　
第
2
編
は
、
本
論
文
が
主
張
す
る
既
墾
地
型
地
主
と
未
墾
地
型
地
主
の

土
地
集
積
過
程
の
特
徴
が
、
小
作
制
農
場
経
営
の
方
針
と
移
民
事
業
に
ど

の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
を
分
析
し
、
小
作
憤
行
の
変
遷
過
程
を
通

じ
て
地
主
小
作
関
係
か
ら
み
ら
れ
る
小
作
農
民
層
の
社
会
経
済
的
な
位
置

の
一
断
面
を
考
察
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
4
章
は
、
既
墾
地
型
地
主
の
小
作
制
農
場
経
営
の
特
質
を
分
析
し
た

も
の
で
あ
る
。
既
墾
地
型
地
主
と
し
て
の
東
拓
の
土
地
経
営
方
針
は
、
土

地
及
ぴ
作
物
の
改
良
、
優
良
種
子
の
普
及
、
肥
料
の
施
肥
な
ど
の
農
事
改

良
事
業
に
お
か
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
東
拓
は
ま
ず
初
期
の
不
完
全

な
管
轄
区
域
を
整
備
し
、
管
理
単
位
と
し
て
支
店
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、

駐
在
員
を
中
心
に
業
務
補
幼
者
と
し
て
農
監
や
東
拓
小
作
人
組
合
長
を
積

極
的
に
活
用
す
る
と
い
う
農
場
管
理
体
制
を
整
え
た
。
そ
し
て
「
産
米
増

・
殖
計
画
」
期
に
は
、
土
地
改
良
部
の
設
置
に
よ
る
土
地
改
良
事
業
に
も
積

極
的
に
乗
り
出
し
た
が
、
所
有
地
内
に
農
事
改
良
区
や
増
産
区
を
設
置
す
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る
な
ど
、
あ
く
ま
で
も
農
事
改
良
事
業
の
推
進
・
強
化
策
に
よ
る
小
作
米

の
増
産
に
努
め
た
。
こ
う
し
た
農
場
経
営
の
特
質
は
、
既
墾
地
型
地
主
の

土
地
集
積
過
程
と
関
連
し
て
東
拓
所
有
地
の
大
部
分
が
灌
概
設
備
の
良
い

肥
沃
な
既
墾
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
、
筆
者
は
指
摘
し
て
い
る
。

　
第
5
章
で
は
、
未
墾
地
型
地
主
と
し
て
の
不
二
興
業
の
農
場
経
営
の
特

質
を
論
じ
、
既
墾
地
型
地
主
が
肥
沃
な
既
墾
地
で
の
土
地
集
積
に
重
点
を

置
い
た
の
に
対
し
、
荒
廃
地
の
買
収
や
干
拓
地
の
払
下
に
よ
る
干
拓
．
開

墾
事
業
を
広
範
に
実
施
し
た
こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
不

二
は
、
開
墾
事
業
の
一
環
と
し
て
水
利
組
合
事
業
の
展
開
に
よ
る
土
地
改

良
事
業
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
総
督
府
の
「
産
米

増
殖
計
画
」
の
方
針
に
符
合
し
て
膨
大
な
補
助
金
や
低
利
資
金
の
援
助
下

で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
う
た
。
し
か
し
水
利
組
合
事
業
は
、
農
場
所
有
地

の
開
墾
事
業
の
み
に
最
大
の
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
た
め
、
蒙
利
（
受

益
）
区
域
外
の
朝
鮮
人
土
地
所
有
者
の
水
源
を
奪
う
な
ど
、
組
合
設
立
当

初
か
ら
猛
烈
な
設
立
反
対
運
動
に
直
面
し
た
。
ま
た
蒙
利
区
域
内
で
は
、

水
利
組
合
費
の
返
済
を
め
ぐ
る
朝
鮮
人
中
小
土
地
所
有
者
の
没
落
と
、
水

利
組
合
費
の
農
場
小
作
人
へ
の
転
嫁
に
よ
る
朝
鮮
農
村
社
会
の
大
地
主
中

心
の
再
編
成
構
造
が
深
化
し
た
。

　
第
6
章
で
は
、
不
二
興
業
の
農
場
経
営
の
特
質
と
入
植
移
民
の
違
い
を

論
じ
て
い
る
。
不
二
興
業
は
所
有
地
の
大
部
分
が
開
墾
地
で
あ
ウ
た
関
係

上
、
開
墾
事
業
の
監
督
の
必
要
や
農
場
が
移
住
小
作
人
の
資
金
と
労
力
に

よ
う
て
開
墾
さ
れ
た
こ
と
、
お
よ
ぴ
小
作
人
に
住
宅
や
耕
牛
な
ど
の
諸
生

産
手
段
の
貸
与
を
し
た
こ
と
な
ど
、
既
墾
地
農
場
で
は
あ
ま
り
見
当
た
ら

な
い
新
た
な
様
相
が
み
ら
れ
る
、
と
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
両
類
型
の
農
場
経
営
方
針
の
相
違
は
、
未
墾
地
型
地
主
に
よ

る
日
本
人
農
業
移
民
の
入
植
過
程
に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま
現
れ
る
。
従
来

の
農
業
移
民
に
関
す
る
研
究
は
、
主
と
し
て
東
拓
の
既
墾
地
移
民
の
展
開

過
程
を
中
心
に
論
議
さ
れ
て
き
た
が
、
東
拓
移
民
は
移
民
収
容
地
の
確
保

過
程
に
お
い
て
肥
沃
な
国
有
地
や
既
墾
地
を
農
民
の
意
志
に
反
し
て
買
収

し
た
た
め
、
既
存
の
小
作
権
を
奪
わ
れ
た
朝
鮮
農
民
の
激
し
い
移
民
反
対

闘
争
に
直
面
し
、
結
局
自
ら
が
移
民
入
植
の
方
針
を
廃
止
せ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
代
案
と
し
て
浮
上
し
た
の
が
、
不
二
農
村
の
干

拓
工
事
と
水
利
組
合
事
業
を
通
じ
た
開
墾
地
へ
の
集
団
移
民
で
あ
っ
た
。

　
藤
井
の
集
団
農
業
移
民
論
は
、
彼
の
朝
鮮
進
出
以
来
主
張
し
続
け
た
人

口
・
食
糧
問
題
の
解
決
と
朝
鮮
の
完
全
「
同
化
」
の
実
現
、
ま
た
米
騒
動

に
よ
る
食
糧
供
給
地
の
確
保
、
さ
ら
に
植
民
地
支
配
体
制
の
安
定
的
な
維

持
の
た
め
の
日
本
人
移
民
の
扶
植
に
そ
の
目
的
を
置
い
た
。
そ
の
構
想
は

従
来
の
既
墾
地
型
地
主
が
実
施
し
た
肥
沃
な
既
墾
地
へ
の
移
民
政
策
の
失

敗
や
三
・
一
運
動
後
の
民
族
運
動
の
昂
揚
を
か
わ
す
た
め
、
新
た
な
形
態

の
移
民
を
求
め
る
総
督
府
の
思
惑
と
合
致
し
、
藤
井
の
い
う
干
拓
．
開
墾

事
業
に
よ
る
移
民
構
想
は
採
用
さ
れ
た
。

　
不
二
農
村
は
、
ま
ず
移
民
収
容
地
の
確
保
の
た
め
干
拓
工
事
を
実
施
し

た
が
、
除
塩
作
業
に
は
長
期
間
の
労
力
と
資
金
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
不
二
農
村
は
、
除
塩
作
業
に
必
要
な
充
分
な
水
源
の
確
保
と
開
墾
事
業

の
効
率
化
の
た
め
に
水
利
組
合
の
設
立
を
主
導
し
た
。
し
か
し
、
水
利
組

合
事
業
は
最
初
か
ら
少
数
の
日
本
人
大
地
主
の
利
益
を
代
弁
す
る
も
の
と

し
て
設
立
さ
れ
、
強
制
的
に
蒙
利
面
積
に
編
入
さ
れ
た
多
く
の
朝
鮮
人
土

地
所
有
者
へ
の
水
利
組
合
費
の
転
嫁
現
象
を
招
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

筆
者
は
既
墾
地
移
民
の
諸
問
題
の
解
決
策
と
し
て
立
案
さ
れ
た
未
墾
地
移

民
の
場
合
も
、
既
墾
地
移
民
の
よ
う
に
朝
鮮
人
の
直
接
的
な
小
作
権
の
剥
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奪
は
お
こ
さ
な
か
っ
た
も
の
の
、
結
局
は
朝
鮮
人
土
地
所
有
者
の
土
地
か

ら
の
分
離
を
促
進
し
て
い
っ
た
と
、
指
摘
し
て
い
る
。

　
次
に
第
7
章
で
は
、
全
北
地
域
の
小
作
慣
行
の
実
態
究
明
と
小
作
農
民

の
存
在
形
態
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
な
ぜ
全
北
を
取
り
上
げ
た
か
と
い

え
ぱ
、
こ
の
地
域
は
他
の
地
域
に
比
べ
て
植
民
地
地
主
制
が
典
型
的
に
発

展
し
た
地
域
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
ち
早
く
全
北
地
域
に
進
出
し
た
日
本
人

地
主
は
、
水
利
施
設
の
設
傭
に
着
手
し
、
小
作
料
を
不
定
額
地
代
の
検
見

で
な
く
、
定
額
地
代
の
定
租
に
変
え
、
契
約
を
証
書
で
交
わ
す
な
ど
確
実

な
小
作
料
を
確
保
し
よ
う
と
つ
と
め
る
一
方
、
契
約
の
解
除
一
小
作
権
の

移
動
は
地
主
の
任
意
と
い
う
強
い
立
場
を
保
持
し
て
い
た
。
ま
た
小
作
料

は
、
少
数
の
大
地
主
へ
の
土
地
集
中
、
小
作
競
合
な
ど
の
要
因
に
よ
っ
て

次
第
に
高
率
化
し
て
い
っ
た
。
ま
た
地
税
な
ど
の
公
租
公
課
金
も
小
作
人

に
一
部
転
嫁
さ
れ
る
な
ど
小
作
人
の
社
会
経
済
的
な
状
況
は
ま
す
ま
す
劣

悪
に
な
っ
た
。
そ
の
証
明
を
日
本
人
地
主
の
多
い
平
野
部
の
小
作
農
家
の

収
支
状
況
と
朝
鮮
人
地
主
の
多
い
山
間
部
の
小
作
農
家
の
収
支
状
況
で
比

較
検
討
し
、
日
本
人
地
主
中
心
の
植
民
地
地
主
制
の
強
化
が
朝
鮮
小
作
農

民
の
社
会
経
済
的
な
地
位
の
弱
化
を
招
い
た
、
と
し
て
い
る
。

　
第
3
編
で
は
、
既
墾
地
型
地
主
の
支
配
下
で
の
土
地
回
収
運
動
と
未
墾

地
型
地
主
の
下
で
の
農
民
運
動
の
事
例
分
析
が
行
わ
れ
る
。

　
第
8
章
は
全
羅
南
道
荷
衣
島
で
の
土
地
回
収
運
動
の
分
析
で
あ
る
。

　
荷
衣
島
の
耕
地
は
も
と
も
と
開
墾
農
民
に
属
し
た
が
、
壬
辰
倭
乱
後
に

宮
庄
土
に
編
入
さ
れ
、
十
七
世
紀
初
め
に
洪
氏
家
に
四
代
に
限
っ
て
下
賜

さ
れ
た
。
し
か
し
洪
氏
家
は
期
限
後
も
徴
税
を
強
行
し
た
た
め
農
民
は
そ

の
不
当
を
地
方
官
庁
や
王
家
へ
訴
え
、
一
八
七
〇
年
に
は
王
家
か
ら
洪
氏

家
の
徴
税
を
禁
止
す
る
命
令
を
引
き
出
し
た
が
、
洪
氏
家
は
な
お
徴
税
を

続
け
植
民
地
期
に
及
ん
だ
。
「
土
地
調
査
事
業
」
の
際
、
洪
氏
家
は
賄
賂

工
作
に
よ
り
所
有
権
を
獲
得
し
た
が
、
農
民
側
は
こ
れ
を
認
め
ず
、
一
九

〇
九
年
、
納
税
金
返
還
訴
訟
を
提
起
す
る
と
と
も
に
、
洪
氏
家
の
土
地
売

逃
げ
の
画
策
を
憂
慮
す
る
新
聞
広
告
を
出
し
た
。
裁
判
は
農
民
の
勝
訴
に

終
わ
っ
た
が
、
裁
決
が
出
た
と
き
に
は
係
争
他
は
す
で
に
右
近
権
左
衛
門

に
転
売
さ
れ
て
い
た
。

　
右
近
は
木
浦
裁
判
所
判
事
ら
と
結
託
し
、
裁
判
後
は
洪
氏
家
に
対
す
る

土
地
所
有
権
確
認
訴
訟
を
農
民
側
に
提
起
さ
せ
、
裁
判
所
が
農
民
と
右
近

家
の
和
解
調
停
に
乗
出
す
よ
う
に
仕
組
ん
だ
。
所
有
権
確
認
訴
訟
の
提
起

に
反
対
し
た
農
民
は
警
察
の
弾
圧
に
あ
い
、
和
解
調
書
調
印
が
強
要
さ
れ

て
右
近
家
の
所
有
権
が
確
定
し
、
農
民
に
は
永
小
作
権
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　
非
調
印
派
の
農
民
は
小
作
料
滞
納
や
裁
判
闘
争
な
ど
を
続
け
た
が
裁
判

で
敗
訴
し
、
右
近
は
一
九
年
、
土
地
を
徳
田
洋
行
に
売
却
し
た
。
徳
田
洋

行
は
滞
納
小
作
料
取
立
、
小
作
料
引
上
な
ど
を
強
行
し
、
農
民
の
中
に
は

余
儀
な
く
永
小
作
権
を
売
却
し
て
島
を
去
る
者
も
出
、
二
七
年
に
は
約
七

十
名
が
大
阪
で
働
く
ま
で
に
な
っ
た
。
ま
た
農
場
内
部
で
は
、
永
小
作
権

を
集
積
す
る
農
民
と
永
小
作
権
を
手
放
し
た
農
民
へ
の
分
化
が
進
み
、
そ

の
後
の
土
地
回
収
運
動
の
展
開
を
複
雑
に
す
る
要
因
が
形
成
さ
れ
た
。

　
土
地
回
収
運
動
は
三
・
一
運
動
を
契
機
に
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
。
二

二
年
に
結
成
さ
れ
た
荷
衣
小
作
人
会
や
二
四
年
の
所
有
権
有
償
購
入
運
動

は
農
場
側
の
工
作
の
前
に
い
ず
れ
も
挫
折
さ
せ
ら
れ
た
が
、
二
七
年
に
大

阪
居
住
の
荷
衣
島
出
身
者
が
荷
衣
労
働
青
年
会
を
組
織
し
、
労
農
党
大
阪

支
部
に
働
き
か
け
、
二
八
年
に
は
全
無
産
階
級
の
連
帯
な
ど
を
掲
げ
た
荷

衣
島
農
民
組
合
が
発
足
す
る
。
組
合
は
農
場
側
に
交
渉
を
要
求
し
た
が
拒
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絶
さ
れ
、
さ
ら
に
御
用
組
合
と
の
衝
突
や
官
憲
の
弾
圧
な
ど
に
よ
う
て
交

渉
は
失
敗
に
終
わ
る
。

　
第
9
章
で
は
東
拓
が
農
場
を
設
置
し
た
「
蔓
二
面
」
で
の
土
地
回
収
運

動
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
「
宮
三
面
」
の
農
場
は
既
墾
地
を
買
収
し
て
設

置
さ
れ
、
日
本
人
の
入
植
過
程
で
朝
鮮
農
民
の
耕
作
権
の
剥
奪
な
ど
が
生

じ
た
た
め
朝
鮮
農
民
の
抵
抗
が
大
き
く
、
東
拓
も
ま
た
移
民
中
止
・
低
小

作
料
率
の
適
用
な
ど
の
懐
柔
策
や
御
用
組
合
結
成
に
よ
る
切
崩
し
策
な
ど

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
土
地
買
収
直
後
の
土
地
回
収
運
動
は
農
民
側
の

敗
訴
に
よ
っ
て
一
時
的
な
「
沈
静
期
」
を
迎
え
る
。
し
か
し
三
・
一
運
動

後
の
一
九
年
に
は
農
民
側
が
土
地
返
選
要
求
に
対
す
る
東
拓
の
妥
協
案
を

蹴
っ
て
小
作
料
滞
納
な
ど
で
抵
抗
す
る
。
次
い
で
二
五
年
に
は
、
日
本
人

社
会
主
義
者
の
斡
旋
で
交
渉
が
行
な
わ
れ
た
り
、
東
拓
の
土
地
収
奪
を
不

当
と
す
る
小
冊
子
が
日
本
人
の
手
で
発
行
さ
れ
る
な
ど
の
動
き
を
背
景
に
、

恒
久
的
な
生
活
扶
助
組
織
で
あ
る
農
民
会
が
結
成
さ
れ
有
償
返
還
な
ど
を

求
め
る
要
求
書
を
提
出
し
た
。
東
拓
側
は
こ
れ
に
対
し
小
作
組
合
長
に
内

通
を
強
要
し
た
た
め
、
組
合
長
は
辞
表
と
有
償
返
還
の
要
求
書
を
提
出
し

た
。
要
求
書
の
条
件
は
一
般
農
民
に
有
利
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
小
作
組

合
長
ら
の
交
渉
を
不
当
と
す
る
農
民
会
は
方
針
を
有
償
返
還
か
ら
小
作
料

不
納
・
無
償
返
還
に
改
め
、
官
憲
の
弾
圧
に
備
え
て
農
民
会
と
は
別
に
秘

密
組
織
の
土
地
回
収
運
動
同
盟
を
結
成
す
る
な
ど
し
て
対
応
を
強
化
し
た
。

農
民
会
と
同
盟
は
面
民
大
会
の
開
催
な
ど
に
よ
っ
て
運
動
を
強
化
し
、
農

場
・
官
憲
と
激
し
く
対
立
す
る
な
ど
概
ね
同
一
歩
調
を
と
っ
て
い
た
が
、

東
拓
と
の
交
渉
の
部
外
者
へ
の
委
任
を
め
ぐ
っ
て
方
針
が
対
立
し
た
。
し

か
し
こ
の
対
立
も
代
表
者
の
東
京
派
遣
に
よ
っ
て
事
実
上
消
滅
し
、
要
路

の
訪
問
や
弁
護
士
の
現
地
入
り
を
実
現
さ
せ
た
。
ま
た
代
表
者
の
東
京
派

遣
の
前
後
か
ら
「
宮
三
面
」
の
問
題
は
朝
鮮
内
で
注
目
を
集
め
る
よ
う
に

な
り
、
こ
う
し
た
運
動
の
盛
り
上
が
り
の
前
に
東
拓
や
総
督
府
も
新
た
な

対
応
の
必
要
に
迫
ら
れ
、
調
停
案
の
実
施
と
農
民
会
の
解
散
な
ど
を
強
行

し
た
。
そ
の
結
果
、
二
六
年
三
月
、
東
拓
と
農
民
と
の
間
に
調
停
が
成
立

し
一
応
の
法
的
決
着
を
迎
え
た
。

　
第
1
0
章
の
分
析
対
象
は
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
三
〇
年
代
前
半
の

「
不
二
西
鮮
農
場
」
地
域
で
の
農
民
運
動
で
あ
る
。
こ
の
運
動
は
二
〇
年

代
後
半
の
朝
鮮
最
大
の
農
民
運
動
と
い
わ
れ
た
が
、
そ
の
前
提
と
な
る
農

場
は
一
五
年
秋
に
築
堤
工
事
を
終
え
て
干
拓
工
事
が
完
成
す
る
。
ま
た
干

拓
地
の
除
塩
用
用
水
を
確
保
す
る
た
め
、
一
四
年
秋
に
農
場
付
近
の
農
民

も
参
加
し
た
大
正
水
利
組
合
が
設
立
さ
れ
、
そ
の
後
も
事
業
面
稽
と
組
合

員
数
を
増
大
さ
せ
る
。
こ
の
拡
大
過
程
は
強
制
的
で
あ
っ
た
た
め
、
新
た

に
組
合
費
を
負
担
さ
せ
ら
れ
た
農
民
は
水
利
組
合
反
対
運
動
を
展
開
す
る
。

運
動
は
農
場
小
作
人
の
水
利
費
徴
収
反
対
と
農
場
外
地
域
の
農
民
の
水
利

費
転
嫁
反
対
の
動
き
を
内
包
し
た
も
の
で
あ
ウ
た
。
一
七
年
末
水
利
組
合

の
水
路
が
完
成
す
る
と
、
農
場
は
「
多
少
の
収
穫
」
を
あ
げ
る
前
の
優
遇

な
ど
を
う
た
う
た
開
墾
規
定
で
入
植
農
民
を
募
集
し
た
。
し
か
し
二
二
年

に
「
多
少
の
収
穫
」
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
農
場
と
小
作
人
と
の
対
立
が
顕

在
化
し
て
か
ら
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
対
立
が
現
れ
る
よ
う
に
な
り
、

二
五
年
に
は
小
作
農
民
の
訴
え
が
通
っ
て
郡
・
道
両
庁
が
開
墾
規
定
の
履

行
を
農
場
に
提
示
し
、
こ
れ
を
契
機
に
府
羅
小
作
組
合
が
結
成
さ
れ
た
。

農
場
は
御
用
組
合
を
組
織
し
て
小
作
人
組
合
を
解
体
に
追
い
込
む
が
、
二

七
年
、
御
用
組
合
に
対
抗
し
て
、
郡
内
の
有
力
者
を
組
合
長
に
迎
え
た
龍

川
小
作
組
合
が
結
成
さ
れ
る
。
竜
川
小
作
組
合
は
勢
力
を
拡
大
し
て
朝
鮮

最
大
の
小
作
組
合
に
成
長
し
郡
内
の
社
会
運
動
団
体
を
糾
合
す
る
竜
川
農
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民
連
合
会
に
加
盟
し
た
が
、
二
八
年
に
は
運
動
方
針
の
対
立
か
ら
改
良
主

義
的
な
平
安
農
民
組
合
が
分
裂
し
て
、
竜
川
小
作
組
合
は
社
会
主
義
者
の

勢
力
下
に
入
る
。
し
か
し
筆
者
は
こ
の
分
裂
を
社
会
主
義
と
民
族
主
義
の

対
立
か
ら
解
釈
す
ぺ
き
で
な
い
と
し
、
運
動
の
展
開
過
程
を
分
析
す
る
。

　
竜
川
小
作
組
合
は
結
成
直
後
の
二
七
年
に
農
場
と
適
庁
に
要
求
書
を
提

出
し
て
成
果
を
あ
げ
る
と
、
二
八
年
、
農
場
、
郡
・
適
両
庁
に
一
〇
項
目

の
要
求
を
提
出
し
た
が
警
察
の
弾
圧
に
あ
い
、
総
督
府
に
再
提
出
し
た
。

総
督
府
は
調
停
案
を
提
示
し
た
が
永
小
作
権
・
水
利
費
負
担
な
ど
は
認
め

ら
れ
ず
、
さ
ら
に
総
督
と
の
直
接
面
談
を
求
め
る
と
総
督
府
は
要
求
の
全

面
撤
回
と
組
合
解
散
を
強
要
し
た
。
農
場
側
は
農
場
内
外
の
農
民
の
分
断

を
狙
っ
て
水
利
組
合
費
の
農
場
負
担
や
農
場
の
小
作
契
約
解
除
の
自
由
を

う
た
っ
た
新
小
作
契
約
を
提
示
し
、
農
民
側
も
結
局
こ
れ
に
応
じ
た
。
そ

の
結
果
、
竜
川
小
作
組
合
は
永
小
乍
権
獲
目
守
な
ど
を
求
め
る
白
派
と
水
利

組
合
費
問
題
の
解
決
を
求
め
る
黄
派
の
二
勢
力
に
分
裂
す
る
。
両
派
は
組

合
の
主
導
権
を
め
ぐ
っ
て
対
立
を
深
め
、
農
場
側
の
分
裂
策
動
や
官
憲
の

弾
圧
を
前
に
三
二
年
に
は
組
合
解
体
の
危
機
に
直
面
す
る
が
、
組
合
員
ら

は
白
黄
両
派
幹
部
を
除
名
し
て
竜
川
小
作
組
合
の
存
続
を
決
定
す
る
。

1
1

成
果
と
課
題

　
本
論
文
の
成
果
は
、
資
料
の
博
捜
と
手
堅
い
実
証
的
な
方
法
で
、
多
く

の
新
し
い
史
実
を
あ
き
ら
か
に
し
、
植
民
地
地
主
制
の
研
究
史
上
の
「
動

態
的
・
静
態
的
地
主
論
」
、
「
全
北
型
・
京
畿
型
地
主
論
」
、
「
帝
国
主
義
者

地
主
論
」
と
も
異
な
る
既
墾
地
型
・
未
墾
地
型
地
主
と
い
う
新
し
い
類
型

を
提
起
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
既
墾
地
型
地
主
は
日
露
戦
争

前
後
か
ら
李
朝
末
期
の
農
民
的
土
地
所
有
（
庶
民
地
主
）
の
伸
展
を
抑
圧

す
る
形
で
展
開
し
、
「
土
地
調
査
事
業
」
で
完
成
し
た
こ
と
を
複
数
の
事

例
研
究
に
よ
っ
て
実
証
し
て
い
る
。

　
そ
れ
は
「
土
地
調
査
事
業
」
は
庶
民
地
主
の
土
地
所
有
権
を
法
的
に
認

め
た
と
い
う
最
近
の
研
究
動
向
に
対
し
、
日
本
人
地
主
の
土
地
集
積
過
程

の
分
析
の
上
で
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
の
鋭
い
批
判
と
な
っ
て

い
る
。
一
方
、
未
墾
地
型
地
主
も
表
面
的
に
は
朝
鮮
農
民
の
既
耕
地
買
収

と
は
関
係
な
い
よ
う
だ
が
、
開
墾
す
な
わ
ち
水
利
施
設
を
付
随
し
た
こ
と

か
ら
、
水
利
組
合
の
運
営
を
通
じ
て
朝
鮮
人
中
小
土
地
所
有
者
の
没
落
、

小
作
農
の
窮
乏
化
を
促
進
さ
せ
、
植
民
地
地
主
制
の
肥
大
化
と
な
っ
た
こ

と
を
実
証
し
、
こ
の
点
で
も
先
の
批
判
と
連
関
し
、
水
利
組
合
の
過
去
が

現
在
の
韓
国
農
業
に
寄
与
し
た
と
い
う
評
価
へ
の
批
判
と
な
っ
て
い
る
。

　
次
に
本
論
文
は
、
植
民
地
地
主
の
農
場
経
営
は
土
地
集
積
過
程
の
違
い

と
小
作
人
の
対
応
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
の
新
し
い
分
析
方
法
を
取
り

入
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
既
墾
地
型
地
主
は
土
地
お
よ
ぴ
作
物
の
改
良
、

種
子
の
改
良
、
施
肥
な
ど
の
農
事
改
良
型
で
あ
る
こ
と
に
対
し
、
未
墾
地

型
地
主
は
水
利
組
合
に
よ
る
灌
概
施
設
と
土
地
改
良
事
業
を
経
営
の
基
本

方
針
と
し
た
。
こ
の
両
型
の
特
徴
的
な
運
い
は
、
農
場
設
置
や
地
主
小
作

関
係
、
農
業
移
民
に
お
い
て
も
明
確
な
違
い
を
も
う
て
い
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。
ま
た
一
九
二
〇
年
代
の
総
督
府
の
最
大
の
農
業
政
策
で
あ
る

「
産
米
増
殖
計
画
」
倣
基
本
的
に
農
事
改
良
と
土
地
改
良
を
並
行
し
た
計

画
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
既
墾
地
型
地
主
は
農
事
改
良
、
未
墾
地
型
地
主

は
土
地
改
良
に
重
点
を
お
い
て
「
産
米
増
殖
計
画
」
を
遂
行
し
た
こ
と
を

一
貫
し
て
追
求
し
て
い
る
。
両
類
型
の
違
い
の
追
求
は
、
植
民
地
農
場
経

営
は
小
作
契
約
で
生
産
・
分
配
・
流
通
な
ど
を
徹
底
的
に
搾
取
し
た
と
い

う
従
来
の
単
線
的
論
議
を
よ
り
複
眼
的
に
深
め
た
も
の
で
、
そ
の
点
、
研
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究
史
に
一
つ
の
節
目
を
作
っ
た
も
の
と
し
て
高
く
評
価
で
き
る
。

　
ま
た
本
論
文
は
、
朝
鮮
農
民
は
地
主
の
土
地
兼
併
と
農
場
経
営
の
特
徴

に
よ
っ
て
対
応
の
違
う
闘
い
を
展
開
し
た
と
い
う
視
点
で
、
既
墾
地
型
地

主
に
よ
る
強
引
な
係
争
地
買
占
め
が
あ
う
た
「
宮
三
面
」
と
荷
衣
島
で
の

農
民
運
動
は
、
他
の
地
域
の
よ
う
な
小
作
料
減
免
や
小
作
権
移
動
反
対
と

ち
が
っ
た
土
地
回
収
運
動
と
な
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
未
墾
地
型
地
主
の
不

二
西
鮮
農
場
で
は
水
利
組
合
に
と
も
な
う
農
場
外
と
農
場
内
の
利
害
の
絡

む
運
動
と
な
っ
た
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
。

　
以
上
、
本
論
文
の
骨
子
ま
植
民
地
地
主
を
既
墾
地
型
・
未
墾
地
型
に
わ

け
、
前
者
は
露
骨
な
侵
略
性
に
よ
り
、
後
者
は
生
産
力
を
上
回
る
水
利
組

合
費
に
よ
り
農
民
を
土
地
か
ら
切
放
し
て
植
民
地
地
主
制
を
強
化
し
た
こ

と
を
豊
富
な
資
料
で
確
認
し
た
も
の
で
、
最
近
の
朝
鮮
史
学
に
登
場
す
る

「
植
民
地
肯
定
論
」
に
対
時
す
る
大
き
な
成
果
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
成
果
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
若
干
の
問
題
が
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
本
論
文
第
2
章
の
「
宮
三
面
」
の
土
地
問
題
は
李
朝
末
期

の
庶
民
地
主
の
成
長
に
絡
む
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
在
的
成
長
と
い
う
点

が
も
う
少
し
明
確
に
な
れ
ば
、
「
土
地
調
査
事
業
」
の
評
価
も
、
ま
た
第

8
章
の
後
半
以
後
に
論
ぜ
ら
れ
る
農
民
運
動
が
単
な
る
小
作
争
議
で
は
な

く
、
土
地
回
収
運
動
と
な
っ
た
と
い
う
運
動
の
性
格
を
よ
り
鋭
く
明
確
に

提
示
で
き
た
と
思
う
。
そ
の
観
点
に
た
つ
と
き
、
第
8
章
の
前
半
の
荷
衣

島
地
域
で
の
農
民
的
土
地
所
有
の
伸
展
を
論
じ
た
部
分
は
、
第
2
章
の

「
富
三
面
」
の
事
例
研
究
と
統
一
的
に
取
り
上
げ
、
庶
民
地
主
像
を
明
確

に
描
い
て
お
く
べ
き
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
「
土
地
調
査
事

業
」
が
な
け
れ
ぱ
、
庶
民
地
主
は
ど
う
な
o
て
い
た
か
と
い
う
視
点
が
必

要
で
あ
ウ
た
と
恩
わ
れ
る
。

　
ま
た
植
民
地
地
主
を
東
拓
型
・
不
二
型
、
既
墾
地
型
・
未
墾
地
型
、
農

事
改
良
型
・
土
地
改
良
型
に
二
分
す
る
方
法
が
ど
こ
ま
で
普
遍
性
を
持
つ

の
か
、
そ
の
他
の
多
く
の
日
本
人
巨
大
地
主
（
村
井
、
毛
利
、
細
川
な

ど
）
や
朝
鮮
人
地
主
が
こ
の
類
型
に
あ
て
は
ま
る
の
か
、
検
討
の
余
地
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
欲
を
い
え
ぱ
、
日
本
国
内
や
台
湾
、
旧

滴
州
地
域
と
の
比
較
ぺ
欲
し
か
う
た
が
、
こ
れ
ら
の
点
は
本
人
も
充
分
に

自
覚
し
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。
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結
論

　
以
上
の
よ
う
な
問
題
点
を
指
摘
し
う
る
と
し
て
も
、
本
論
文
は
近
代
朝

鮮
に
お
け
る
植
民
地
地
主
制
と
農
民
運
動
の
研
究
に
多
く
の
新
し
い
事
実

を
掘
り
起
こ
し
、
論
議
を
深
め
た
労
作
と
し
て
、
高
い
評
価
に
値
す
る
と

考
え
る
。
よ
っ
て
、
審
査
員
一
同
は
本
論
文
が
一
橋
大
学
博
±
（
社
会

学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
判
断
し
た
。

　
　
平
成
六
年
六
月
八
日
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